
屋外広告物の総量規制の
見直しについて

～野洲市屋外広告物条例施行規則の改正～

令和3年11月26日
野洲市都市建設部都市計画課
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資料４－１



見直しを行う基準

○第1種規制地域における許可基準の見直し

① 自家用広告物の総量規制について

② 自家用野立広告物の個別規制について
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野洲市屋外広告物条例
○平成26年8月1日施行

○野洲市景観形成方針を踏まえ、市独自
のまちなみを創出し、魅力ある良好な景
観の誘導を図るため、広がりのある良好
な景観の形成と自然豊かな景観保全に
向けた規制となっている。
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経 緯
平成21年４月 滋賀県より屋外広告物事務処理権限の委譲を受けて、

「滋賀県屋外広告物条例」を適用し、許可事務を野洲

市で開始

平成24年6月 景観行政団体へ移行

・・・屋外広告物の基準について検討

平成26年6月 野洲市屋外広告物条例一部施行

平成26年8月 野洲市屋外広告物条例全面施行

※景観行政団体とは景観法を活用した景観行政を推進する地方公共団体を
いう。
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第1種規制地域
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見直しの背景

○本市の琵琶湖岸（市街化調整区域）は第1種規制地域に指定しており、自
家用広告物に対して「総量規制15㎡以下」という規制を設けている。

○しかし、湖岸沿いには商業施設・観光施設が一定数存在する。商業・観光
業的な利用が想定される施設において、広告物は不可欠な存在であるが、
規模に関わらず、一律15㎡は公平なのかという課題がある。

○「みどりとみずべの将来ビジョン」（滋賀県）においても、湖辺域は賑わい創
出に資する利用活用を促進すると示されている。

○湖岸を有する他市においては、用途地域による自家用広告物の総量規制
の除外規定や、市街化調整区域における緩和規定を設けている例があるが、
本市においては除外・緩和規定を設けていない。

7



見直し内容①
自家用広告物の総量規制について

・・・資料4－2 第1種規制地域見直し案（全体）

○表示面積の合計は、15㎡以下とする。

○ただし敷地面積が基準面積（1,500㎡）以上の施設にあっては、緩和措置
を設ける。

（1）広告物の総和≦15 ㎡×Ａ／1,500 ㎡ （Ａ：敷地面積）

（2） 1,500 ㎡未満の場合は、1,500 ㎡で算定する。

（例）敷地面積3,000㎡場合

15㎡×3,000㎡／1,500㎡＝30㎡

広告物の総和は30㎡となる。

8



見直し内容②
自家用野立広告物の個別規制について

・・・資料4－2 第1種規制地域見直し案（全体）

○自家用野立広告物については現行の規定のまま、総量規制に緩和規定
を設けてしまうと、緩和措置を受けた中で掲出できる面積合計の上限まで野
立広告物を掲出することが可能となり、乱立する可能性がある。

（例）敷地面積10,000㎡ならば合計100㎡までの野立広告物の掲出が可能と
なる。

○野立広告物の乱立を防止する必要がある。

○自家用広告物の野立広告板、塔にあたっては、総量規制の緩和措置を受
けたとしても、表示面積の合計は15㎡以下とする。
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今後のスケジュール（案）
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令和3年11月26日 ○景観審議会

令和3年12月～令和4年2月 ○規則・あらましの改正
・野洲市屋外広告物条例施行規則

・野洲市屋外広告物条例あらまし

令和4年3月 ○パブリックコメントの実施

令和4年7月 ○野洲市ＨＰ・広報（7月号）掲載

令和4年10月1日 ○施行


